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焼津市立豊田中学校いじめ防止基本方針 

 

 【目指す子ども像】 

・学校教育目標 自ら学び豊かな心でたくましく生きる生徒 

・重点目標   『“個性”輝く』 

【学校いじめ問題対策委員会】 

◎生徒指導主事 校長 教頭 学年代表者（学年主任・学年生徒指導担当） 養護教諭 

生徒指導主事が委員長となり、委員会を開催する。必要に応じてスクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカー、関係諸機関の関係者が参加する。 

【校内研修等】 

・学校行事や発達段階に合わせた特別活動

計画（ピア･サポート）、道徳教育全体

計画、人権教育全体計画を作成し、計画

的・組織的に実施する。 

・生徒に確かな学力を身につけるために、

生徒が関わり、認め、高め合う授業を目

指し、職員の授業研修を定期的に行う。 

【PTA・地域との連携】 

・掲示物、学校便り、学年便りに

よる情報の発信を行う。 

・ＰＴＡ運営委員会、学校運営協

議会等の機会を通して必要に

応じて情報の共有を行う。 

・情報モラル向上のため、

生徒対象の情報集会を行

う。 

【教育相談体制】 

心の教室相談員やスクールカウ

ンセラーによる教育相談の体制を

全校生徒に伝える。 

また、保護者会や学校便り等を利

用し、家庭にも協力を仰ぎ、相談窓口

を紹介する。 

【関係機関等】 

・専門的な対応が必要なときは、児童相談

所や子ども家庭センター、教育委員会と

連携し解消を図る。 

・犯罪行為と認められる時は、スクールサ

ポーターへ相談し、警察とも連携しなが

ら、諸問題の解消を図る。 

【生徒指導体制】 

いじめ発生→ 情報収集  → 学校いじめ問題対策委員会→子どもへの指導支援・家庭との連携 

※学校いじめ問題対策委員会…事案の分析、指導支援内容の決定、役割分担の確認等 

〈構成員〉校長､教頭､生徒指導主事､学年主任､学級担任､学年生徒指導担当､養護教諭､ＳＣ､SSW   

【未然防止の在り方】 

・生徒が安心して相談できる環境づくりに努め

互いを認め合い、高め合う学級経営を行い、

学級活動や道徳の時間に「いじめ未然防止」

につながる啓発を行う。 

・小学校との連絡会、校内生徒指導研修会等で

生徒の情報共有を綿密に行い、人間関係の把

握、特別な支援を要する生徒の確認を行う。 

・不適切な言動(暴力や暴言)はしないよう、年

度始めや学期始めに学校全体で確認し、ピ

ア･サポート活動を中心に自己有用感の高ま

る活動を行う。 

・発達支持的生徒指導に繋がる予防的な指導や

相談、声掛け等、生徒の成長を促す積極的な

生徒指導を行う。 

 

【早期発見の在り方】 

《定期的取り組み》 

・生活向上アンケートの実施 

・家庭訪問や個別面談の実施 

《日常的取り組み》 

・授業、休み時間観察(積極的な声掛け) 

・欠席者への電話連絡、訪問、相談 

・生活ノートの点検 

《情報の収集》 

・学年主任、生活部を中心に定期的な情報共

有 

・保健室、相談員等との連携 

・生徒への日々の声掛け等の発達支持的生徒

指導により、生徒との信頼関係を高め、生

徒が困り感を話しやすい関係を構築する。 

【早期対応の在り方】 

《実態の調査》 

・学年ごと一報ファイルの活用により、

迅速な情報の共有・収集を組織的に行

う。 

・当事者、周囲の生徒から話を聴き、記

録をとる。関係教職員と情報を共有し、

詳細をまとめ、全体像を探る。 

《指導方針の決定》 

・学校いじめ問題対策委員会により、教

職員の共通理解のもと明確な役割分担

を決める。 

・保護者と連携を図り方針の理解、協力

を仰ぐ。 

《生徒への支援・指導》 

・「被害者」の保護と支援（保護者と連 

携）。 

・「加害者」への指導（保護者と連携）。 

【継続支援の在り方】 

学年を中心に支援体制をつくり、点検項

目に準じ､継続指導を行う。 

□その後のいじめ防止に関わり、観察や

分析は十分であるか。 

□「被害者」に対するケアは組織的に行

える体制となっているか。 

□スクールカウンセラー等の活用も含めた継

続的な支援・指導となっているか。 

□保護者との連絡体制は十分か。 

□「加害者」に対する指導は適切か。 

□いじめをはやし立てた「観衆」に対す

る指導は適切か。 

【重大事態】「焼津市いじめ対策等のガイドライン」に基づき､調査の結果を直ちに焼津市教育委員会に報告し、連携して対処する。 



焼津市立豊田中学校 いじめ防止対策年間計画 

月 ① 組織・連携・点検・評価 等 ②未然防止 ③早期発見・対応と継続的支援 

４ 

P いじめ対策委員会で学校基本方針

を策定。 

Ｐ第１回生徒指導研修会で基本方針

を周知。 

Ｄ第２回生徒指導研修会で特別支援

生徒の確認 

Ｄピア・サポート活動（校歌指導） 

Ｄ生徒会：１年生を迎える会 

Ｄ静岡県版 SEL の実施 D ピア・サポ

ート活動（色別集会） 

 

 

５ 

C 生活向上アンケートの実施 

A 生活向上アンケートの点検・評価 

D道徳：生きることの喜び 

Ｄ静岡県版 SEL の実施 

D 生活向上アンケートへの対応。 

Ｃ家庭訪問の実施  

D 二者面談（１，２年生） 

 

６ 

D 小中合同研修会で生徒指導の連携

を図る。     

D 民生委員との連絡協議会 

Ａ学校運営協議会       

D道徳：かけがえのない命の尊重 

D ピア・サポート活動（色別集会） 

Ｄ静岡県版 SEL の実施 

D 学年・学級の日で生徒の実態に

ついて確認。（学年・学級自治

活動） 

７ 
C 生活向上アンケートの実施 

A 生活向上アンケートの点検・評価 

D ピア・サポート活動（色別集会） 

D道徳：人間愛、思いやり 

 

D 生活向上アンケートへの対応。 

D 学年部会（行動評価検討） 

D 三者面談（3 学年） 

 

８ 

D 小中合同研修会で､いじめに関わ

る小中連携の指導のあり方につい

て研修する。 

 D 気になる生徒への電話連絡 

９ 

 D ピア･サポート活動（文化発表

会） 

D道徳：真理への愛と理想の現実 

D 学年・学級の日で生徒の実態に

ついて確認。 

（学年・学級自治活動） 

10 

C 生活向上アンケートの実施 

A 生活向上アンケートの点検・評価 

D ピア･サポート活動（体育大会） 

 

D 生活向上アンケートへの対応。 

 

11 

A いじめ対策委員会 

Ａ学校運営協議会      

D道徳：自主、自立、責任 

 

D 学年・学級の日で生徒の実態に

ついて確認。 

（学年・学級自治活動） 

12 

C 生活向上アンケートの実施。 

A 生活向上アンケートの点検・評価 

D 第４回生徒指導研修会 

D道徳:よりよい社会の実現 

 

D 生活向上アンケートへの対応。 

D 学年部会（行動評価検討） 

１ 
Ａ小中連絡会において、本年度の 

連携活動の成果と課題。 

D道徳：他に学ぶ広い心  

 

２ 

A いじめ対策委員会で本年度の活動

の反省と見直し。 

C 生活向上アンケートの実施 

A 生活向上アンケートの点検・評価 

D道徳：真理への愛と理想の現実 

 

D 学年部会（行動評価検討） 

D 生活向上アンケートへの対応。 

 

３ 

Ｄ教育相談（進級に向けて） 

C 生活向上アンケートの実施 

A 生活向上アンケートの点検・評価 

D ピア･サポート活動（感謝の会）

D ピア･サポート活動 

（卒業式に向けた活動） 

D 学年部会（行動評価検討） 

D 生活向上アンケートへの対応。 

 

 

Ｄ健康観察や生活ノート等によ

る観察（支援） 

D ケース会議の開催   

D 生徒指導一報ファイルの活用 
Ｄ特別支援会議 

Ｄ生活部会 


